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１）東北６県の土地利用基本計画（五地域指定状況） 
  東北地方の五地域指定割合の内、森林地域(71.5％)が最も高く、都市地域は 20％程度となっている。 

県別にみると、都市地域の指定割合では、東北地方(19.6％)と比べて山形県(12.5％)、秋田県(15.1％)、岩手県

(15.3％)は低い値となっており、宮城県(28.9％)は高い値となっている。 

また農業地域では、東北地方(45.7％)と比べて、秋田県(33.7％)、山形県(36.3％)は低い値となっており、福島県

(56.0％)は高い値となっている。 

表：東北地方の土地利用 
(単位：ha,%)

  都市地域 農業地域 森林地域 自然公園地域 自然保全地域 五地域計 白地地域 県土面積 

1,309,429 3,053,629 4,785,767 791,293 38,543 9,978,661 51,107 6,688,852 
東北地方 

19.6% 45.7% 71.5% 11.8% 0.6% 149.2% 0.8% 100.0%

232,859 483,692 661,413 108,250 10,977 1,497,191 11,340 960,659 
青森県 

24.2% 50.4% 68.8% 11.3% 1.1% 155.9% 1.2% 100.0%

233,737 750,873 1,176,331 72,273 5,015 2,238,229 8,300 1,527,853 
岩手県 

15.3% 49.1% 77.0% 4.7% 0.3% 146.5% 0.5% 100.0%

210,384 317,695 433,034 159,294 7,727 1,128,134 8,905 728,516 
宮城県 

28.9% 43.6% 59.4% 21.9% 1.1% 154.9% 1.2% 100.0%

175,562 391,897 853,706 126,602 5,040 1,552,807 12,847 1,161,211 
秋田県 

15.1% 33.7% 73.5% 10.9% 0.4% 133.7% 1.1% 100.0%

116,276 338,251 669,547 153,676 4,892 1,282,642 5,937 932,339 
山形県 

12.5% 36.3% 71.8% 16.5% 0.5% 137.6% 0.6% 100.0%

340,611 771,221 991,736 171,198 4,892 2,279,658 3,778 1,378,274 
福島県 

24.7% 56.0% 72.0% 12.4% 0.4% 165.4% 0.3% 100.0%

資料：土地利用基本計画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
１）都市計画区域指定状況 
   東北地方の全市町村の内、都市計画区域を指定している市町村の割合は 64％となっており、北東北の３県が約

50％、南東北の３県が 70％以上となっている。 

東北地方の都市計画区域面積率は 20％割程度であるが、都市計画区域人口率は 80％となっている。東北 6 県の

内、最も都市計画区域面積が大きい県は福島県で、最も都市計画区域人口が多い県は宮城県である。 

表：都市計画区域の指定状況 
県名 区分 市 町 村 計 面積（ha) 人口(千人）

都市計画区域（Ａ） 63 174 19 256 1,290,723 7,840 

全市町村（Ｂ） 63 249 85 397 6,688,773 9,786 東北地方 

Ａ／Ｂ（％） 100% 70% 22% 64% 19% 80%

都市計画区域（Ａ） 8 24 4 36 232,960 1,219 

全県市町村（Ｂ） 8 34 25 67 960,633 1,487 青森県 

Ａ／Ｂ（％） 100% 71% 16% 54% 24% 83%

都市計画区域（Ａ） 13 17 3 33 233,740 1,059 

全県市町村（Ｂ） 13 29 16 58 1,527,840 1,411 岩手県 

Ａ／Ｂ（％） 100% 59% 19% 57% 15% 75%

都市計画区域（Ａ） 10 43 1 53 206,954 1,996 

全県市町村（Ｂ） 10 57 2 69 728,507 2,350 宮城県 

Ａ／Ｂ（％） 100% 75% 50% 77% 28% 84%

都市計画区域（Ａ） 9 25 1 35 172,522 821 

全県市町村（Ｂ） 9 50 10 69 1,161,211 1,182 秋田県 

Ａ／Ｂ（％） 100% 50% 10% 51% 15% 69%

都市計画区域（Ａ） 13 22 0 35 110,112 940 

全県市町村（Ｂ） 13 27 4 44 932,334 1,233 山形県 

Ａ／Ｂ（％） 100% 81% 0% 80% 12% 76%

都市計画区域（Ａ） 10 43 10 63 334,435 1,805 

全県市町村（Ｂ） 10 52 28 90 1,378,248 2,123 福島県 

Ａ／Ｂ（％） 100% 83% 36% 70% 24% 85%

資料：Ｈ15 都市計画年報（都市計画区域）、Ｈ12 国勢調査（全県市町村）
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指定割合（％）：各指定地域面積／県土面積
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（平成15年3月末現在）

１．土地利用計画 ２．都市計画法 
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２）都市計画区域運用状況 
   東北地方において区域区分（線引き）を設定している自治体は 58 市町村（15 都市計画区域）、用途地域のみは

142 市町村、都市計画区域のみは 56 町村となっている。区域区分を有する 15 都市計画区域において市街化区域面積が

最も大きい区域はいわきで、市街化区域人口が最も多い区域は秋田、また市街化区域人口密度が最も高い区域は青森と

なっている。（参照：東北 6県の都市計画区域概要【参考資料】） 

表：都市計画制度の運用状況 

県名 区分 市 町 村 計 面積（ha) 人口（千人）

都市計画区域 63 100% 174 100% 19 100% 256 100% 1,290,723 7,840 

区域区分 21 33% 31 18% 6 32% 58 23% 102,306 3,952 

用途地域のみ 42 67% 98 56% 2 11% 142 55% 173,796 ―
東北地方 

都市計画区域のみ 0 0% 45 26% 11 58% 56 22% 125,245 327 

都市計画区域 8 100% 24 100% 4 100% 36 100% 232,960 1,219 

区域区分 3 38% 7 29% 2 50% 12 33% 19,572 634 

用途地域のみ 5 63% 17 71% 0 0% 22 61% 28,580 ―
青森県 

都市計画区域のみ 0 0% 0 0% 2 50% 2 6% 723 4 

都市計画区域 13 100% 17 100% 3 100% 33 100% 233,740 1,059 

区域区分 1 8% 1 6% 2 67% 4 12% 6,517 301 

用途地域のみ 12 92% 15 88% 1 33% 28 85% 24,164 ―
岩手県 

都市計画区域のみ 0 0% 1 6% 0 0% 1 3% 230 1

都市計画区域 10 100% 43 100% 1 100% 54 100% 206,954 1,996 

区域区分 6 60% 9 21% 1 100% 16 30% 31,514 1,431 

用途地域のみ 4 40% 13 30% 0 0% 17 31% 41,109 ―
宮城県 

都市計画区域のみ 0 0% 21 49% 0 0% 21 39% 37,696 130

都市計画区域 9 100% 25 100% 1 100% 35 100% 172,522 821 

区域区分 1 11% 3 12% 0 0% 4 11% 8,083 311 

用途地域のみ 8 89% 16 64% 0 0% 24 69% 20,504 ―
秋田県 

都市計画区域のみ 0 0% 6 24% 1 100% 7 20% 12,546 24

都市計画区域 13 100% 22 100% 0 ― 35 100% 110,112 940 

区域区分 5 38% 3 14% 0 ― 8 23% 8,997 331 

用途地域のみ 8 62% 17 77% 0 ― 25 71% 20,983 ―
山形県 

都市計画区域のみ 0 0% 2 9% 0 ― 2 6% 3,135 10

都市計画区域 10 100% 43 100% 10 100% 63 100% 334,435 1,805 

区域区分 5 50% 8 19% 1 10% 14 22% 27,623 944 

用途地域のみ 5 50% 20 47% 1 10% 26 41% 38,456 ―
福島県 

都市計画区域のみ 0 0% 15 35% 8 80% 23 37% 70,915 158

資料：H15 都市計画年報

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  線引き 非線引き 都市計画区域 

東北地方 15 163 178

青森県 4 21 25

岩手県 1 25 26

宮城県 3 32 35

秋田県 1 28 29

山形県 2 28 30

福島県 4 29 33

区域名 面積(ha) 人口(千人) 密度(人/ha)

青森 4,940 263.0 53.2 

弘前広域 3,722 157.1 42.2 

八戸 6,054 208.5 34.4 

六ヶ所 4,856 4.9 1.0 

盛岡広域 6,517 301.1 46.2 

仙塩広域 27,190 1,272.2 46.8 

石巻広域 3,848 142.3 37.0 

松島観光 476 16.6 34.9 

秋田 8,083 311.1 38.5 

山形広域 6,188 254.8 41.2 

酒田 2,809 76.0 27.1 

県北 6,208 243.1 39.2 

県中 8,720 308.1 35.3 

会津 2,667 111.9 42.0 

いわき 10,028 281.2 28.0 

計(15 区域） 102,306 3,951.9 38.6
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図：東北地方（市町村）の都市計画法の運用状況 
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※仙塩広域は大きく離れて位置しているため図示しない
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(46.2) 
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(53.2) 

線引き：15 区域（H15.3 現在）

非線引き：163 

178 都市計画区域

図：区域区分を有する都市計画区域数  

※現在（H16.7）は鶴岡都市計画区域を含む16都市計画区域が線引きしている

表：区域区分を有する都市計画区域の現況

表：区域区分を有する都市計画区域数 

（平成15年3月末現在）
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３）マスタープラン等策定状況 
   都市計画区域マスタープランを策定している東北地方の市町村の内、市町村マスタープランを策定している市町

村数は 151（59％）、住宅マスタープランは 103（40％）、中心市街地活性化基本計画は 85（33％）となっている。

県別にみると、各マスタープランにおける策定率は宮城県が低く、岩手県、福島県が高い傾向にある。 
表：東北地方のマスタープラン策定状況 

  ※数値は市町村数

県名 都市計画区域ＭＰ 市町村ＭＰ ％ 住宅ＭＰ ％ 中活 ％

東北地方 256 151 59% 103 40% 85 33%

青森県 36 25 69% 18 50% 8 22%

岩手県 33 22 67% 20 61% 18 55%

宮城県 54 20 37% 7 13% 13 24%

秋田県 35 18 51% 16 46% 12 34%

山形県 35 22 63% 13 37% 13 37%

福島県 63 44 70% 29 46% 21 33%

資料：東北地方整備局調べ（Ｈ15.3）

 
 
 

４）市街化区域と開発の変遷（東北地方の線引き都市を事例に） 
東北地方において線引き制度を活用して土地利用の規制誘導を図ってきた都市の成長・拡大の過程を把握

するために、市街化区域と土地開発の変遷と関係性の整理を主要都市を対象に行った。 
  

   

 

【図のついて】 
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図：東北地方の各計画の策定状況 図：市町村マスタープランの策定状況 

図：住宅マスタープランの策定状況 図：中心市街地活性化基本計画の策定状況 

策定率＝各計画を有する市町村数／都市計画区域ＭＰを有する市町村数 

１． 市街化区域の変遷 
・線引き当初(S45or46)から 10 年毎に整理する。（記載する年は各年代の中で最新の年を用いる。） 

 
２． 土地開発の変遷 

① 5ha 以上の大規模開発（民間、住宅公社等による住宅系開発）、区画整理 
② 店舗面積 1,000 ㎡を超える大規模小売店舗 

 

対象都市：青森市、盛岡市、秋田市、山形市、鶴岡市、郡山市 
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青 森 市 

開発：大規模開発（５ha 以上）、土地区画整理 
店舗：大規模小売店（店舗面積＞1000 ㎡） 

Ｓ４５～Ｓ５５ Ｓ５５～Ｈ２ 

Ｈ２～Ｈ１２ Ｈ１２～ 

Ｓ４５ 

浅虫 

平和台団地

幸畑団地 

戸山団地 

卸売団地 

太陽台団地

松元台団地

桐ノ沢団地

奥野地区 

第二卸売団地

南部工業団地 

西部工業団地

三内丸山遺跡
浜館地区 
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盛 岡 市 
Ｓ４５～Ｓ５５ Ｓ５５～Ｈ２ 

Ｈ２～Ｈ１２ Ｈ１２～ 

Ｓ４５ 

開発：大規模開発（５ha 以上）、土地区画整理 
店舗：大規模小売店（店舗面積＞1000 ㎡） 

つなぎ温泉 

青葉台ニュータウン 

流通センター 

東安庭地区 S60 

大田地区 H5

盛岡南地区 H6 

南昌台団地 

黒川 
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秋 田 市 
Ｓ４５～Ｓ５５ Ｓ５５～Ｈ２ 

Ｈ２～Ｈ１２ Ｈ１２～ 

Ｓ４５ 

開発：大規模開発（５ha 以上）、土地区画整理 
店舗：大規模小売店（店舗面積＞1000 ㎡） 

御所野ニュータウン H4 
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山 形 市 
Ｓ４５～Ｓ５５ Ｓ５５～Ｈ２ 

Ｈ２～Ｈ１２ Ｈ１２～ 

Ｓ４５ 

開発：大規模開発（５ha 以上）、土地区画整理 
店舗：大規模小売店（店舗面積＞1000 ㎡） 

西部工業団地 

山形流通業務団地 

立谷川工業団地 

沼木パークタウン S57 

蔵王駅前団地 S56 

中野目団地

高原団地 H11 

南山形団地 

蔵王みはらしの丘 

アルカディアソフトパーク山形

坂巻団地 H14 
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鶴 岡 市 
Ｓ４２～Ｓ５５ Ｓ５５～Ｈ２ 

Ｈ２～Ｈ１２ Ｈ１２～ 

Ｓ４２ 

開発：大規模開発（５ha 以上）、土地区画整理 
店舗：大規模小売店（店舗面積＞1000 ㎡） 
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郡 山 市 

Ｓ４５～Ｓ５５ Ｓ５５～Ｈ２ 

Ｈ２～Ｈ１２ Ｈ１２～ 

Ｓ４５ 

開発：大規模開発（５ha 以上）、土地区画整理 
店舗：大規模小売店（店舗面積＞1000 ㎡） 

西部第一工業団地 

北部工業団地 S49 

あぶくま台団地 S46 

宮田団地 S47 

桜ケ丘団地 S45 

あさか台ニュータウン S48 

西部第二工業団地 H1 

郡山ニュータウン H1 

ソニーS58 

南小泉ニュータウン S61 

西部第二工業団地 H3 
郡山ウエストソフトパーク H4 

玉ノ木工業団地 H5 異業種団地 H7 

平和の杜ニュータウン H4 

ヒルサイド東山 H6 

郡山パークヒルズ H6 

東部ニュータウン 

磐梯熱海温泉 
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１）農業振興地域指定状況 
   東北地方の 399 市町村の内、塩釜市、雄勝町、女川町（共に宮城県）、檜枝岐村（福島県）の 4 市町村を除く

395 市町村において農業振興地域を指定している。 

 
表：東北地方の農業振興地域指定状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２）農業振興地域運用状況 
   東北地方の農業振興地域は農用地区域が 33％、農振白地が 67％という割合で構成されており、各県においても

農振白地が占める割合が農用地区域を上回っている。特に福島県(78％)、岩手県(73％)は他県と比べて農振白地面

積、割合が共に大きい値になっている。 

また農用地区域において計画農用地面積(用途)に対する現況農用地面積の割合は東北6県共に90％を超えている。 

 

表：東北地方の農業振興地域及び農用地区域指定状況 
（単位：ha）

農用地 

農地 県名 区域 総面積

田 畑 樹園地 
採草牧草地 計 

混牧林地

農業

用施

設用

地

混牧林地

以外の山

林原野

その他

農業振興地域   a 2,981,793 644,186 243,631 75,812 37,454 1,001,083 13,518 3,859 1,415,313 548,020 

農振白地   b 2,009,305 49,175 59,953 12,810 2,262 124,200 3,734 981 1,334,701 545,689 

農用地区域面積 （用途） c 972,488 897,935  46,026 943,961 25,506 3,021 － － 
東北地方

  （現況） d 972,488 595,011 183,678 63,002 35,192 876,883 9,784 2,878 80,612 2,331 

農業振興地域   a 482,839 90,244 41,394 26,008 12,462 170,108 5,311 428 230,649 76,343 

農振白地   b 310,127 6,618 8,792 1,932 485 17,827 1,902 33 214,024 76,341 

農用地区域面積 （用途） c 172,712 150,046  16,362 166,408 5,895 409 － － 
青森県

  （現況） d 172,712 83,626 32,602 24,076 11,977 152,281 3,409 395 16,625 2 

農業振興地域   a 750,870 98,481 79,582 6,456 8,214 192,733 4,610 774 458,283 94,470 

農振白地   b 551,715 9,034 15,281 680 1,047 26,042 1,534 149 429,520 94,470 

農用地区域面積 （用途） c 199,155 176,936  6,691 183,627 14,876 652 － － 
岩手県

  （現況） d 199,155 89,447 64,301 5,776 7,167 166,691 3,076 625 28,763 0 

農業振興地域   a 302,704 113,706 27,023 3,692 4,342 148,763 354 967 91,415 61,205 

農振白地   b 166,938 10,771 11,455 1,068 302 23,596 35 527 82,921 59,859 

農用地区域面積 （用途） c 135,766 129,206  4,941 134,147 1,151 468 － － 
宮城県

  （現況） d 135,766 102,935 15,568 2,624 4,040 125,167 319 440 8,494 1,346 

農業振興地域   a 379,706 129,981 19,210 3,859 6,387 159,437 2,173 687 119,852 97,557 

農振白地   b 217,077 5,470 2,943 149 90 8,652 1 194 110,694 97,536 

農用地区域面積 （用途） c 162,629 148,842  10,587 159,429 2,677 523 － － 
秋田県

  （現況） d 162,629 124,511 16,267 3,710 6,297 150,785 2,172 493 9,158 21 

農業振興地域   a 295,737 101,751 18,227 16,430 0 136,408 0 471 79,394 79,464 

農振白地   b 161,581 5,073 2,901 2,539 0 10,513 0 4 71,614 79,450 

農用地区域面積 （用途） c 134,156 133,653  0 133,653 0 503 － － 
山形県

  （現況） d 134,156 96,678 15,326 13,891 0 125,895 0 467 7,780 14 

農業振興地域   a 769,937 110,023 58,195 19,367 6,049 193,634 1,070 532 435,720 138,981 

農振白地   b 601,867 12,209 18,581 6,442 338 37,570 262 74 425,928 138,033 

農用地区域面積 （用途） c 168,070 159,252  7,445 166,697 907 466 － － 
福島県

  （現況） d 168,070 97,814 39,614 12,925 5,711 156,064 808 458 9,792 948 

資料：Ｈ15 農業振興地域整備計画一覧

 

県名 
市町村数（Ｈ

15.3 現在） 

農業振興地域

数 
農業振興地域の指定を受けていない市町村

東北地方 399 395  

青森県 67 67  

岩手県 58 58  

宮城県 71 68塩釜市、雄勝町、女川町 

秋田県 69 69  

山形県 44 44  

福島県 90 89檜枝岐村 

資料：Ｈ15 農業振興地域整備計画一覧

３．農業振興地域の整備に関する法律（農振法） 
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表：農用地区域と農振白地の割合、農用地区域内農用地の状況 

農業振興地域 
県名 

農用地区域（c/a） 農振白地（b/a） 

農用地区域内農用地 

（現況 d／用途 c） 

東北地方 33% 67% 93%

青森県 36% 64% 92%

岩手県 27% 73% 91%

宮城県 45% 55% 93%

秋田県 43% 57% 95%

山形県 45% 55% 94%

福島県 22% 78% 94%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表：東北主要都市の農業振興地域及び農用地区域指定状況 
 
 

青森市 単位：ha

田 畑 樹園地
農業振興地域 29,830 6,009 4,593 868 548 2,124 8,133 0 11 20,118 1,568
農用地区域（現況） 5,776 4,462 800 514 2,124 7,900 0 11 2,457 0
農用地区域（用途区分） 6,804 2,755 9,559 798 11
農振白地 19,462 233 0 233 0 0 17,661 1,568
農業振興地域内農用地（Ａ 8,133
農用地区域内農用地（Ｂ） 7,900
（Ｂ）/（Ａ）×100 97.1%

盛岡市 単位：ha

田 畑 樹園地
農業振興地域 22,427 4,828 2,884 1,343 601 0 4,828 0 7 15,258 2,334
農用地区域（現況） 3,942 2,509 950 483 0 3,942 0 7 0 0
農用地区域（用途区分） 3,942 0 3,942 0 7
農振白地 18,478 886 0 886 0 0 15,258 2,334
農業振興地域内農用地（Ａ 4,828
農用地区域内農用地（Ｂ） 3,942
（Ｂ）/（Ａ）×100 81.6%

仙台市 単位：ha

田 畑 樹園地
農業振興地域 9,960 5,687 4,634 1,003 50 51 5,738 0 17 1,838 2,367
農用地区域（現況） 4,589 3,993 546 50 51 4,640 0 9 0 0
農用地区域（用途区分） 4,589 51 4,640 0 9
農振白地 5,311 1,098 0 1,098 0 8 1,838 2,367
農業振興地域内農用地（Ａ 5,738
農用地区域内農用地（Ｂ） 4,640
（Ｂ）/（Ａ）×100 80.9%

秋田市 単位：ha

田 畑 樹園地
農業振興地域 24,892 5,120 4,700 376 44 36 5,156 0 41 13,728 5,967
農用地区域（現況） 5,026 4,622 360 44 36 5,062 0 10 0 0
農用地区域（用途区分） 5,026 36 5,062 0 10
農振白地 19,820 94 0 94 0 31 13,728 5,967
農業振興地域内農用地（Ａ 5,156
農用地区域内農用地（Ｂ） 5,062
（Ｂ）/（Ａ）×100 98.2%

山形市 単位：ha

田 畑 樹園地
農業振興地域 13,133 5,919 4,591 297 1,031 0 5,919 0 16 1,775 5,423
農用地区域（現況） 5,200 3,922 290 988 0 5,200 0 16 521 0
農用地区域（用途区分） 5,721 0 5,721 0 16
農振白地 7,396 719 0 719 0 0 1,254 5,423
農業振興地域内農用地（Ａ 5,919
農用地区域内農用地（Ｂ） 5,200
（Ｂ）/（Ａ）×100 87.9%

鶴岡市 単位：ha

田 畑 樹園地
農業振興地域 11,770 6,287 5,788 395 104 0 6,287 0 25 119 5,339
農用地区域（現況） 5,978 5,521 365 92 0 5,978 0 25 18 0
農用地区域（用途区分） 5,996 0 5,996 0 25
農振白地 5,749 309 0 309 0 0 101 5,339
農業振興地域内農用地（Ａ 6,287
農用地区域内農用地（Ｂ） 5,978
（Ｂ）/（Ａ）×100 95.1%

福島市 単位：ha

田 畑 樹園地
農業振興地域 37,609 10,250 3,631 2,465 4,154 436 10,686 0 24 17,142 9,757
農用地区域（現況） 9,261 3,264 2,315 3,682 420 9,681 0 21 991 0
農用地区域（用途区分） 10,252 420 10,672 0 21
農振白地 26,916 989 16 1,005 0 3 16,151 9,757
農業振興地域内農用地（Ａ 10,686
農用地区域内農用地（Ｂ） 9,681

その他
農地 採草放牧地 計

農用地
混牧林地

農業施設
用地

混牧林地以外
の山林原野

混牧林地
農業施設

用地
混牧林地以外
の山林原野

その他

6,021

総面積
農用地

農地 採草放牧地 計

混牧林地
農業施設

用地
混牧林地以外
の山林原野

その他

農用地
混牧林地

農業施設
用地農地 採草放牧地 計

混牧林地以外
の山林原野

その他

混牧林地以外
の山林原野

その他総面積 混牧林地
農業施設

用地

農用地

農地 採草放牧地 計

10,368

3,949

総面積

総面積

総面積

4,649

農用地

農地 採草放牧地 計
混牧林地

農業施設
用地

混牧林地以外
の山林原野

その他

5,072

総面積
農用地

農地 採草放牧地 計
混牧林地

農業施設
用地

混牧林地以外
の山林原野

その他

5,737

総面積
農用地

農地 採草放牧地 計

10,693

資料：Ｈ15 農業振興地域整備計画一覧
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図：農用地区域と農振白地 
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 参考－7

東北地方の都市計画区域マスタープラン 
 平成 12 年の都市計画法改正で、都市計画区域マスタープランは従来の線引きを前提とした旧「整備、開発又は

保全の方針」に比べて、線引きの有無・方針をも含んだ都市計画マスタープランとしての法的位置づけが明確化

され、マスタープランとしての内容の充実が図られた。 

 そこでここでは、改正後の東北地方の都市計画区域マスタープランかの区域区分決定（線引きの有無）を行う

際の理由（根拠）を整理する。 

 
１．東北地方の都市計画区域（Ｈ16.6 現在） 

 区 域  

青森県 青森、弘前広域、八戸、六ヶ所 

岩手県 盛岡広域 

宮城県 仙塩広域、石巻広域、松島観光 

秋田県 秋田 

山形県 山形広域、鶴岡、酒田 

福島県 県北、県中、会津、いわき 

 

２．区域区分決定とその理由 

 各県の区域区分を決定する際の見解は以下のような傾向が伺える。 

【青森県】 

有無 分類 理由 

線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が拡大傾向にあり、市街地拡大の可能性がある。 

・都市圏の中心であり、人口や都市機能が集積している。 

 市街地周辺 ・貴重な自然環境を積極的に保全し、市街地との調和を図る必要が

ある。 

非線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が減少傾向（もしくは横ばい）にあり、今後急激に拡

大する可能性が低い。 

 市街化圧力 ・周辺都市からの市街化圧力がない。 

 市街地周辺 ・市街地の外周に広がる自然環境は概ね農振法、森林法等により土

地利用規制が行われている。 

 

【岩手県】 

有無 分類 理由 

線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が拡大傾向にあり、市街地拡大の可能性がある。 

・都市圏の中心であり、人口や都市機能が集積している。 

 その他 ・これまで区域区分を定めることで、計画的に市街化を図ってきた。

非線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が減少傾向（もしくは横ばい）にあり、今後急激に拡

大する可能性が低い。 

 市街地内 ・用途地域内は土地区画整理等で適正な市街化が図られている。 

 市街地周辺 ・用途地域外において都市的土地利用の動向はあるものの、規模が

小さい。 

・他の土地利用対策で対応できる。 

 その他 ・結びつきが強く、規模の大きい区域が区域区分を定めていない。

 

 

【宮城県】 

有無 分類 主な理由 

線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が拡大傾向にあり、市街地拡大の可能性がある。 

・都市圏の中心であり、人口や都市機能が集積している。 

 市街地周辺 ・貴重な自然環境を積極的に保全し、市街地との調和を図る必要が

ある。 

 その他 ・Ｓ43 当初から区域区分が指定され、計画的な市街地整備と自然地

の保全が図られてきた。 

非線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が減少傾向（もしくは横ばい）にあり、今後急激に拡

大する可能性が低い。 

 市街地内 ・用途地域内は土地区画整理等で適正な市街化が図られている。 

 市街地周辺 ・関連する法令などにより自然環境の保全が図られている。 

 

【秋田県】 

有無 分類 主な理由 

線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が拡大傾向にあり、市街地拡大の可能性がある。 

・都市圏の中心であり、人口や都市機能が集積している。 

 その他 ・これまで区域区分制度の適用により一定の効果を上げてきた。 

非線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が減少傾向（もしくは横ばい）にあり、今後急激に拡

大する可能性が低い。 

 市街地内 ・新築件数は減少傾向にあり、そのほとんどが市街地や周辺集落に

立地している。 

・住宅や商工業の土地需要は市街地内で対応できる。 

 市街地周辺 ・用途地域に指定されていない地域は農振法、森林法、自然公園法

などによって土地利用が規制されている。 

・日本海沿岸東北自動車道やＩＣの整備が行われるが現在のところ

大規模プロジェクトは予定されていない。 

・大型施設やバイパスの整備により市街地の拡大が予想されるが、

土地利用の適正な規制、誘導により無秩序な市街化を抑えられる。

 

【山形県】 

有無 分類 主な理由 

線引き 都市規模（人口・産業） ・都市圏の中心であり、人口や都市機能が集積している。 

 その他 ・広域都市計画を継続する必要がある。 

非線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が減少傾向（もしくは横ばい）にあり、今後急激に拡

大する可能性が低い。 

 市街化圧力 ・近接、隣接する区域からの市街化圧力等の影響は少ない。 

 市街地内 ・用途地域内に残る未利用地を計画的に活用することで無秩序な拡

大を防止できる。 

 市街地周辺 ・用途地域に指定されていない地域は農振法、森林法、自然公園法

などによって土地利用が規制されている。 

・用途地域外の建築、開発行為の件数は少なく、概ね既存集落内な

ので、地区計画等の導入で対応できる。 

 

都市計画区域（全 178 区域）

非線引き（162 区域）

線引き（16区域）

図：東北地方の都市計画区域
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【福島県】 

有無 分類 主な理由 

線引き 都市規模（人口・産業） ・都市圏の中心であり、人口や都市機能が集積している。 

・人口が近年横ばいから減少に推移しているが世帯数は増加を続

け、今後もこの傾向は続く。 

・郊外への人口流出が目立つ。 

 市街地内 ・中心市街地の活性化や少子高齢化社会、生活様式の多様化に対応

した市街地が必要である。 

 市街地周辺 ・市街地周辺の豊かな自然環境を保全し、調和型の環境づくりを行

うことが必要である。 

・市街化区域周辺の農地はこれまで市街化調整区域に加えて農振農

用地に指定され保全が図られてきた。 

・大型店舗の計画的誘導を図る必要がある。 

 その他 ・これまで区域区分制度の適用により一定の効果を上げてきた。 

非線引き 都市規模（人口・産業） ・人口、産業が減少傾向（もしくは横ばい）にあり、今後急激に拡

大する可能性が低い。 

 市街地内 ・用途地域や地区計画制度を活用し、開発圧力を市街地に誘導して

いる。 

・用途地域内は土地区画整理等で適正な市街化が図られている。 

 市街地周辺 ・用途地域に指定されていない地域は農振法、森林法、自然公園法

などによって土地利用が規制されている。 

・地形的制約により無秩序な市街地拡大を抑制している。 

・大型施設やバイパスの整備により市街地の拡大が予想されるが、

土地利用の適正な規制、誘導により無秩序な市街化を抑えられる。

 

 


